
 

 

環自総発第 2007311 号 

令 和 ２ 年 7 月 3 1 日 

 

都道府県 

各 指定都市 動物愛護管理主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

 

環境省自然環境局総務課長 

（公  印  省  略）  

 

 

令和２年７月豪雨による災害に関し、特定非常災害特措法第

３条第２項の規定に基づき、特定権利利益等を指定する件に

ついて  

 

 

今般、令和２年７月豪雨による災害が、「令和２年７月豪雨による災害

についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政

令」（令和２年政令第 223 号）（別添１）により特定非常災害として指定

され、「令和２年７月豪雨による災害に関し、特定非常災害特措法第３

条第２項の規定に基づき、特定権利利益等を指定する件」（令和２年環

境省告示第 63 号）（別添２）が告示されました。  

 本告示は、令和２年７月豪雨に際し「災害救助法」（昭和 22 年法律

第 118 号）が適用された同法第２条に規定する災害発生市町村の区域内

に「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和 48 年法律第 105 号。以

下「法」という。）第 10 条第１項の規定による第一種動物取扱業の登録に係

る事業所を有する者の登録及び同区域内において法第 26 条第１項の規定による

特定動物の飼養又は保管の許可に係る同項の特定飼養施設を有する者の許可であ

って、令和２年７月３日から同年 12 月 27 日の間にこれらの有効期間が満了する

ものについて、有効期間を延長し、その満了日を同年 12 月 28 日とするものです。 

なお、法第 13 条１項の規定に基づく登録の更新又は「動物の愛護及び管理に関

する法律施行規則」（平成 18 年環境省令第１号）第 14 条の規定による有効期間満

了のために行われる同法第 26 条第１項の許可申請について、満了日前に行うこと

が可能な場合は、これを妨げるものではない旨を申し添えます。 

 上記について、御了知いただき、適切な対応方よろしくお願いします。 
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